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令和８年３月１０日 

土木部地域交通課 

 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

受益者負担の原則に基づき利用料金を改定するため、条例の一部を改正す

る。 

 

２ 改正の概要 

条例第２７条第２項別表第３における利用料金（上限額）を２０％引き上げ

る。 

 

３ 改正の内容 

新旧対照表のとおり 

 

４ 施行期日 

令和８年１０月１日 

 

５ 参考資料 

江東区立自転車駐車場利用料金改定一覧表（参考１） 
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江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

別表第３（第２７条関係） 別表第３（第２７条関係） 

利用区分 金額 

時間利用 自転車 利用開始から２４

時間以内３００円 

自動二輪車 利用開始から２４

時間以内４００円 

１日利用 自転車（原動

機付自転車を

除く。） 

日額１５０円 

原動機付自転

車 

日額３００円 

自動二輪車 日額４００円 

定期利用 自転車（原動

機付自転車を

除く。） 

月額２，０００円 

原動機付自転

車 

月額４，０００円 

自動二輪車 月額６，０００円 
 

利用区分 金額 

時間利用 自転車 利用開始から２４

時間以内３６０円 

自動二輪車 利用開始から２４

時間以内４８０円 

１日利用 自転車（原動

機付自転車を

除く。） 

日額１８０円 

原動機付自転

車 

日額３６０円 

自動二輪車 日額４８０円 

定期利用 自転車（原動

機付自転車を

除く。） 

月額２，４００円 

原動機付自転

車 

月額４，８００円 

自動二輪車 月額７，２００円 
 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和８年１０月１日から

施行する。 
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 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の利用料金は、

この条例の施行の日(以下「施行日」とい

う。)以後に行う利用の承認について適用

し、施行日前に行った利用の承認につい

ては、なお従前の例による。 

 


